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林業・木材製造業労働災害防止協会

　　　　　　　　愛知県支部長　殿

林業・木材製造業労働災害防止協会に加入申込みいたします。

どこの分会に所属を希望するか選んでください。

（加入可能か、事務局が調整します。地方の分会（木材組合）に所属できない場合は、個人会員となります。

□新城分会 □豊川分会 □西三河分会

□知多分会 □名古屋分会 □鳳来分会

□豊田東分会 □海部分会

印

　〒　　　　   －

　TEL　：　　　　　　　　　　　　 FAX　：

　Ｅメール：

級（級別を選んでください）

　　　□　林業　　　　　□　製造業　　　　　□　その他

人

連 絡 先

林業・木材製造業労働災害防止協会愛知県支部　会員申込書（木材組合）

令和　　年　　月　　日

事業所名

代表者名

住　　所

業　　種

従業員数

（問い合わせ先　電話：052-331-9386　担当まで）

会費級別

級別参考→（S・A・B・C・D・E・個別会員）級



＊木材組合費について（林災防愛知県支部に限る）

会費は、次の会費級別により、毎年７月頃に請求させていただきます。

会費級別

S　級

Ａ　級

Ｂ　級

Ｃ　級

Ｄ　級

Ｅ　級

個別会員

加入希望の方は、労災保険料がわかるものを添付して下さい。

事務局から、分会長と加入対象となるか協議し、お返事差し上げます。

林災防愛知県支部の各分会に所属するためには、下記証明をいただきます。

○ 添付書類…申込書、労災保険料のコピーを郵送又はFAXください。

労災保険料とは、ア　伐出業　　イ　その他林業　　ウ　木材木製品製造業　の合計額

労災保険料とは、前々年度の確定保険料の合計金額。

木材組合員（分会員）への活動サービスは、各分会の方針に準ずる。

労災保険料は、変更あれば毎年の役員会までに申出ること。

※ 木材組合所属を希望するが、対応は個別会員も可とする。

個別会員扱いの会員は、分会が定めるサービスと、個別会員のサービスを同時に受けられる。

会費は、個別会員の額のみを分会に支払うものとする。

個別会員の詳細は、別途ご覧ください。

4,000円

格　　式　　基　　準 年　会　費

林業・木材製造業労働災害防止協会愛知県支部　会員申込書（木材組合）

労災保険料の敷居なく加入可※ １３，０００円

労災保険料　 20万円未満 1,500円

18,000円労災保険料　100万～１２０万円未満

２５，０００円労災保険料　１２０万以上

労災保険料　 80万～１００万円未満 12,000円

労災保険料　 50万～８０万円未満 8,000円

労災保険料　20万～５０万円未満


	 (木材組合)

